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既存住宅市場の活性化と瑕疵担保保険制度



【住宅ストックからの視点】

目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

（１）「住宅購入でゴール」のいわゆる「住宅すごろく」を超えて、購入した住宅の維持管理やリフォームの適切な実施により、住宅の価値
が低下せず、良質で魅力的な既存住宅として市場で評価され、流通することにより、資産として次の世代に継承されていく新たな流
れ（新たな住宅循環システム）を創出

（２）既存住宅を良質で魅力的なものにするためのリフォーム投資の拡大と「資産として価値のある住宅」を活用した住み替え需要の喚
起により、多様な居住ニーズに対応するとともに人口減少時代の住宅市場の新たな牽引力を創出

（基本的な施策）

（１）既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」の構築。そのための施策を総合的に実施

①建物状況調査（インスペクション）、住宅瑕疵保険等を活用した品質確保

②建物状況調査（インスペクション）における人材育成や非破壊検査技術の活用等による検査の質の確保・向上

③住宅性能表示、住宅履歴情報等を活用した消費者への情報提供の充実

④内装・外装のリフォームやデザインなど、消費者が住みたい・買いたいと思う既存住宅の魅力の向上

⑤既存住宅の価値向上を反映した評価方法の普及・定着

（２）耐震、断熱・省エネルギー、耐久性能等に優れた長期優良住宅等の資産として継承できる良質で安全な新築住宅の供給

（３）資産としての住宅を担保とした資金調達を行える住宅金融市場の整備・育成

住生活基本計画（全国計画） 抜粋 （平成28年3月18日閣議決定）

（成果指標）
・既存住宅流通の市場規模： 4兆円（平成25） →8兆円（平成37）

・既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の割合： 5%（平成26） →20%（平成37）

・新築住宅における認定長期優良住宅の割合： 11.3%（平成26） →20%（平成37）
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インスペクションとは

構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の
観点から以下のような部位の劣化事象等を調査。
①構造耐力上主要な部分：基礎・壁・柱 等
②雨水の浸入を防止する部分：屋根・外壁・

開口部 等

【調査結果に係る留意事項】
●瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではない。
●報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではない。
●建築基準関係法令等への適合性を判定するものではない。

専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象
及び不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの。

（戸建住宅の場合）

屋根

基礎

柱

外壁

開口部

壁

インスペクション

インスペクションのイメージインスペクションの対象部位の例

クラックスケールによる
基礎のひび割れ幅の計測

買主 売主
売買契約

インスペクション

インスペク
ション依頼

インスペクション事業者

インスペクションの活用例

※「既存住宅インスペクション・ガイドライン」（平成25年6月国土交通省公表）に基づき作成

水平器による柱の傾きの計測

検査料金：４．５万～６万円程度（通常、依頼主である売主が負担）
検査時間：２～３時間程度
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既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた施策

設計図書

居 住

適切な維持管理を実施

・ 定期的な点検、補修・修繕・更新

・ 履歴の作成・保存 等

必要に応じて適切な
リフォームを実施

・ 長期優良住宅化リフォームの実施

・ 住宅金融支援機構等による融資 等

インスペクション等により
安心して住宅を売買

・ インスペクションの実施

・ 既存住宅売買瑕疵保険の加入 等

住宅の状態に応じた価格で売買

・ 個々の住宅の性能や維持管理の状態
を踏まえた建物評価 等

売 却

設計図書維持保全
記録

宅建業者がインスペクション結果などについての情報提供を行うことで、既存建物の流通を促進

○成果指標 （住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月18日閣議決定）において設定）

・ 既存住宅流通の市場規模 ４兆円（H25） ⇒ ８兆円（H37） ・ リフォームの市場規模 ７兆円（H25） ⇒ 12兆円（H37）

・ 建物状況調査（インスペクション）を受けて既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の既存住宅流通量に占める割合 ５％（H26） ⇒ 20％（H37）

インスペ
クション
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宅地建物取引業法の一部を改正する法律案について

クラックスケールによる
基礎のひび割れ幅の計測

水平器による柱の傾きの計測

背景

１．既存建物取引時の情報提供の充実

○我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約７０～９０％）と比較して極めて低い水準（14.7％）。
○既存住宅の流通促進は、既存住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに応じた住替え等による豊かな住生活の実現等、大きな意義がある。

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。

一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。

申
込

み ①媒介契約締結

売却/購入申込み

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

契
約
手
続

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

【取引フロー】

※ 建物状況調査（インスペクション）

⇒ 建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化

事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの。

※ 既存住宅売買瑕疵保険

⇒ 既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険。

①媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を
示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん

②重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、そ
の内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

・ インスペクションを知らなかった消費者の
サービス利用が促進

・ 建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可
能に

・ インスペクション結果を活用した既存住宅
売買瑕疵保険

※
の加入が促進

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラ
ブルを防止

【新たな措置内容】 【期待される効果】

不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクション）※の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる
市場環境を整備

２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済

不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証
金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外。

業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を
課す。

３．宅地建物取引業者の団体による研修

○成果指標

・既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25） ⇒ ８兆円（H37）

・インスペクションを受けた既存
住宅売買瑕疵保険の加入割合
５％（H26） ⇒ 20％（H37）
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○ 現在の住宅市場は、良質な住宅ストックが適正に評価されず、維持管理・リフォームを行うインセンティブが働かない悪循環構造にある。

○ 長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、履歴等を活用し、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の仕組みを一体的に開
発・普及等する取組みに対し支援を行うことにより、良質な住宅ストックが適正に評価される市場の好循環を促す。

１．現状の課題と方向性

【住宅所有者等が】
維持管理・

リフォームをする
【個々の住宅の】
良質性が評価される

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備される【住宅所有者等が】

維持管理・
リフォームをしない

【個々の住宅の】
良質性が評価されない

【市場において】
良質性を評価できる
仕組みが整備されない

○良質な住宅が適正に評価される好循環○従来の悪循環

悪循環 好循環

（売買時）

２．事業イメージ

維持向上・評価等

○ 住宅履歴 等

○ インスペクション

○ 瑕疵保険

○ 住宅性能表示

○ 長期優良住宅

良質な住宅ストックによる市場の良循環を促す

維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組み

流通・金融等

○ 実質的な残存耐用年数の評価

○ 買取保証

○ 借上保証

○ 割引金利、融資可能枠の拡大

○ ノンリコースローン

○ リバースモーゲージ 等

＜想定参画主体＞

・宅建業者
・不動産鑑定士
・金融機関
・ＪＴＩ 等

これらを
活用して

開発

＜想定参画主体＞

・建築士
・住宅事業者
・検査事業者
・保険法人 等

国

○ 良質な住宅が適正な
価格で流通する市場
の整備

○ 住宅の維持管理・
リフォームの促進

○ 住宅資産の有効活用
の促進

○ ライフステージに
応じた住み替えの促
進

等

一体的な
仕組みを

開発

開発・
普及等
を支援

20-25年

資
産

価
値

（
建

物
）

・インスペクション
・履歴

・リフォーム
・インスペクション
・瑕疵保険
・履歴

・瑕疵保険
・インスペクション
・履歴

長期使用構造

住宅ストック維持・向上促進事業 （①良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業）
平成28年度予算要求額

990百万円

①良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業
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３．事業概要

【補助対象】

(1)開発・普及に係る費用【上限2000万円／事業、補助率：定額】

（例）

・建物の価値の維持向上に資する項目や、そのインスペクションの方法、実施時期の検討

・開発する金融商品の対象住宅の質、融資可能額等の要件の検討

・チラシの作成、ホームページの改修、事業者や消費者への説明会開催等を通じた仕組みの周知 等

【事業主体】
・民間事業者等

【要件】
・住宅事業者、金融機関、不動産鑑定士等が連携して実施すること

・補助期間終了後も持続的に実施できる見込みがあること

関係主体が連携した協議会

良質な住宅ストックによる市場の好循環を促す

維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組み

(2)試行に係る費用【上限100万円／戸】
①住宅の質の適切な維持・向上に要する経費【補助率：定額】

・インスペクションの実施 （今後10年間の実施分を含む）

・住宅履歴の作成 （今後10年間の実施分を含む）

・瑕疵保険への加入 （中古流通・リフォーム時に限る）

・維持管理計画の作成 （中古流通・リフォーム時に限る）

②開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費

【補助率：１／３】

・新築（掛かり増し分）

・リフォーム

＜事業主体イメージ＞

開発・普及等
に要する

経費を支援

国

住宅ストック維持・向上促進事業 （良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業）

工務店

建築士

宅建業者

・ 新築、リ

フォームの施
工

・ 維持補修

・ 新築、リフォー
ムの計画、設計

・ 良質性に応じ
値付け

・ 買取保証

検査・
履歴業者

・インスペクション

・住宅履歴の
蓄積・管理

金融機関

・ ローン商品で

住宅の良質性
を評価

企画者
（プロデューサー）

・ 既存住宅の商品
化、ブランド化を
プロデュース

平成28年度予算要求額
990百万円
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住宅ストック維持・向上促進事業

○ 消費者の住生活に関するニーズは、リフォームの設計・施工のほか、点検、維持補修、賃貸、売買、資金調達、介護、移住、同居・近居に関する

ものなど多岐にわたり、その動機やきっかけ、解消方法も多様。一方で、これらのニーズを一元的に受け付け、適切に対応できる体制はなく、相
談を受けた主体がその限られた専門領域で対応し、ニーズが十分解消されない等のケースがある。

○ 過年度より整備してきた消費者相談窓口の機能をさらに充実する観点から、住宅に関するニーズを一元的に受け付け、複数の専門家が連携し

、多様な消費者のニーズに対して的確に助言・提案を行うサポート体制の整備に対し支援を行い、住生活に関するニーズを満たすとともに、住
生活に関する潜在需要を掘り起こし、市場の活性化を図る。

【補助対象】

(1)サポート体制の検討・整備・普及に要する経費【定額】
(2)サポート体制の実施に要する経費【定額】

【事業主体】

住宅の関係主体が参画する協議会
（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター 等

【要件】

・補助期間終了後も持続的に実施できる見込みがあること

②消費者の相談体制の整備事業

③リフォームの担い手支援事業

②消費者の相談体制の整備事業
③リフォームの担い手支援事業

○ リフォーム事業者の資格や施工実績、依頼者の評価等の情報を提供し、トラブル対応等に備えた第三者委員会を設置する等、消費者が安心し
て事業者を選択できるウェブサイトの整備に対する支援を行う。

【補助対象】

(1)ウェブサイトを整備・運営する取組への支援【上限2000万円／件】
・第3者委員会の設置運営等に係る経費【定額】
・システム整備費【2/3】

(2)リフォーム事業者が情報掲載するリフォームプランの作成等経費
【定額、10万円／事業者】

【事業主体】

民間事業者等

【要件】

・補助期間終了後も持続的に実施できる見込みがあること

平成28年度予算要求額
990百万円
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住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の概要

●対象地域イメージ

空家が発生、又は発生が見込まれる住宅団地の区域を対象

○住宅団地の戸建住宅等においては、今後の急速な高齢化の進展等に
伴い、空家の増加が見込まれるところ。

○さらに、空家のまま放置され、流通・活用されないと地域力が低下
し、空家が空家を生む状況となるおそれがある。

○一方で、所得が低く、子育て世帯である若年層が無理なくニーズに
応じた住宅を取得するには、広くて、比較的安価な中古住宅を活用
することが有効。

○空家の発生している住宅団地の実態やニーズを把握し、情報提供や
相談対応等のコーディネートを行うことを前提に、若年層の流入等
を視野に入れた、住宅所有者の売買又は賃貸化に資する取組や、生
活支援サービス提供事業者を誘致する取組を行うことが必要。

現状・課題

○住宅団地内の既存住宅の円滑な流通、賃貸化等による住宅ス
トックの有効利用の促進

空家が現に発生し、また、発生が見込まれる住宅団地におい
て、既存住宅の流通促進等を通じた空家の解消、地域の活力維
持・再生を図るため、地方公共団体等の公的主体、民間事業者
等が行うモデル的な取組を支援する

＜応募主体＞
住宅の流通・活用に関する知識・経験を有する宅地建物取

引業者、地方住宅供給公社、ＮＰＯ等又はこれらの者を構成
員に含む協議会

＜補助対象＞

①空家又は空家になることが見込まれる住宅の流通・賃貸化を
促進するためのコーディネート業務（実態調査、権利者特定
、住宅所有者の意向把握等）

［限度額2,000万円］

②既存住宅インスペクション［限度額10万円/戸］

③売買又は賃貸化される住宅に係る耐震性・防水性、省エネ性
又はバリアフリーに係る改修を含むリフォーム工事［補助率
：１／３、限度額100万円/戸］

④生活利便施設の整備費

［補助率：１／３、限度額500万円/施設］

※ 補助金の合計は5,000万円／地区・年を上限とする

概 要

・本モデル事業シンポジウムを開催（１月28日）
採択事業者からの話題提供・パネルディスカッション・ポス
ターセッションを実施

最近の取組

Ｈ２５～２７年度実施
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⑫NPO法人 グラウンドワーク福岡
（久留米市青峰団地）

凡例

公的セクター

民間セクター

その他

⑥名張市中古住宅流通促進協議会
（名張市 桔梗が丘住宅団地）

⑨近鉄日本鉄道㈱ （生駒市 真弓・真弓南団地、白庭台団地）

⑦南海不動産㈱
（河内長野市 千代田南海住宅ほか１４団地）

⑩住宅流通促進協議会
（大野城市 南が丘１区

住宅団地）

⑤高蔵寺ニュータウン
住宅流通促進協議会
（春日井市 高蔵寺ニュータウン）

④静岡不動産流通活性化協議会
（三島市 光が丘団地）

⑪NPO法人 住環境デザイン協会
（広島市 毘沙門台団地）

①都市再生整備推進法人
牛久都市開発㈱

（牛久市つつじが丘及び第２つつじが丘）

③（一社）香川県総合建設センター
（高松市 高田団地 ）

②（一財）神戸すまいづくり公社
（神戸市 鶴甲団地）

⑧大和ハウス㈱
（川西市 大和団地ほか２団地）

住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業の事業主体及び団地の立地

(5)北海道Ｒ住宅事業者ネットワーク・
団地型空き家流通部会

（札幌市青葉地区、もみじ台地区、
北広島市 北広島団地）

(4)（一社）移住・住みかえ 支援機構
（所沢市 所沢ネオポリス、 前橋市 大利根

団地、 八王子市 めじろ台地区）

(6)(有)秋元建築研究所
（多摩ニュータウン 貝取及び豊ヶ丘団地）

(2)川崎市住宅供給公社（川崎市 西三田団地）

(10)相鉄不動産株式会社
（横浜市 万騎が原･柏町団地 ）

H25採択…(1)～(10)

H26…①～㉑

(9)ＮＰＯ法人 ちば地域再生リサーチ
（千葉海浜ニュータウン）

(8)ＮＰＯ法人 取手アートプロジェクト
オフィス（取手市 井野及び戸頭団地）

(1)神奈川県住宅供給公社
（横浜市 若葉台団地、相模原市 相武台団地）

(3)島根県住宅供給公社
（松江市 淞北台団地）

⑳NPO法人 グラウンドワーク西神楽
（旭川市 西神楽中央地区）

⑬団地再生事業協同組合
（狭山市 新狭山ハイツ）

⑭(一社)団地再生支援協会
（鎌倉市 鎌倉グリーンハイツ）

⑰京阪電鉄㈱
（大阪府枚方市、京都府八幡市 くずはローズタウン）

㉑ NPO法人 人・家・街安全支援機構
（高槻市 安岡寺・松ヶ丘住宅団地）

⑱パナホーム㈱ （北葛城郡河合町 西大和ニュータウン）

⑮ （一社）ハウスサポート
（各務原市 緑苑団地）

⑯小田急電鉄㈱
（座間市 入谷他、町田市 やくし台他、
世田谷区 経堂他）

（平成27年6月時点）

(7)(有)ウェストランド
（下関市 長府浜浦台団地）

⑲㈱ 岡山不動産鑑定事務所
（岡山市 福泊川東町内会及び海吉出村町内会の住宅団地）

①村田興産株式会社
（近江八幡市 丸の内団地 ）

H27…①
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